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(57)【要約】
【課題】低圧一括受電を行うときに電気料金の低減を実
現する。
【解決手段】電力供給システム（９０）は、高圧一括受
電契約に必要な電力未満の電力で低圧一括受電契約を行
う複合需要家施設における電力供給システム（９０）で
あって、系統（８０）から電力の供給を受ける一括受電
盤（２）と、複合需要家施設による消費電力量を測定す
る上位メータ装置（１）と、一括受電盤（２）で受電さ
れた電力を複合需要家施設内の複数の需要家施設に供給
する分電盤（４）と、複数の需要家施設に電力を供給可
能な分散型電源（３）と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧一括受電契約に必要な電力未満の電力で低圧一括受電契約を行う複合需要家施設に
おける電力供給システムであって、
　系統から電力の供給を受ける一括受電盤と、
　前記複合需要家施設による消費電力量を測定する上位メータ装置と、
　前記一括受電盤で受電された電力を前記複合需要家施設内の複数の需要家施設に供給す
る分電盤と、
　前記複数の需要家施設に電力を供給可能な分散型電源と、
　を有する電力供給システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力供給システムにおいて、
　前記分散型電源は、蓄電池と、燃料電池、太陽光発電装置および風力発電装置の少なく
とも１つを含む発電装置との少なくとも一方を含む、電力供給システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の電力供給システムにおいて、
　前記複数の需要家施設のそれぞれに設けられる下位制御装置と、
　前記複合需要家施設に設けられ、または、前記複合需要家施設内および前記複合需要家
施設外の少なくとも一方のサーバ装置に設けられる上位制御装置と、
　をさらに有する、電力供給システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の電力供給システムにおいて、
　前記上位制御装置はデマンドレスポンスの信号を取得したとき、前記複数の需要家施設
による消費電力量を抑制するように前記下位制御装置に要求する、電力供給システム。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の電力供給システムにおいて、
　前記分散型電源は前記蓄電池および前記発電装置を含み、
　前記上位制御装置が、前記系統への電力の出力を抑制する指示を取得したとき、前記発
電装置は余剰電力を前記蓄電池に充電させる、電力供給システム。
【請求項６】
　請求項３乃至５のいずれか一項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記複数の需要家施設のそれぞれの消費電力量を測定する下位メータ装置をさらに有し
、
　前記下位メータ装置は前記測定した消費電力量を前記上位制御装置に通知する、電力供
給システム。
【請求項７】
　請求項３乃至６のいずれか一項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記上位制御装置は、前記上位メータ装置によって測定された消費電力量に基づいて、
前記低圧一括受電契約の複数の料金プランのうち最も安い料金プランを選択し、前記複合
需要家施設を管理する事業者のサーバ装置に通知する、電力供給システム。
【請求項８】
　請求項２乃至７のいずれか一項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記蓄電池は、電気単価が所定基準値より安いときに充電し、前記電気単価が前記所定
基準値より高いときに放電する、電力供給システム。
【請求項９】
　請求項２乃至８のいずれか一項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記蓄電池は、前記複合需要家施設の消費電力が前記低圧一括受電契約の契約電力を超
えないように、充電された電力を放電する、電力供給システム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の電力供給システムにおいて、
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　前記複数の需要家施設のそれぞれに請求される電気料金は、前記複数の需要家施設のそ
れぞれが個別に各戸契約を行ったときに請求される電気料金を超えない、電力供給システ
ム。
【請求項１１】
　高圧一括受電契約に必要な電力未満の電力で低圧一括受電契約を行う複合需要家施設に
おける電力供給方法であって、
　系統から電力の供給を受ける第１ステップと、
　前記複合需要家施設による消費電力量を測定する第２ステップと、
　前記第１ステップで受電された電力を前記複合需要家施設内の複数の需要家施設に供給
する第３ステップと、
　分散型電源から前記複数の需要家施設に電力を供給する第４ステップと、
　を有する電力供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力供給システムおよび電力供給方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高圧一括受電契約を結び、受電した電力を各戸に配電する集合住宅における配電
システムが知られている（例えば特許文献１および２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１１８９６１号公報
【特許文献２】特許第３８６９６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、高圧受変電装置は一定のコストがかかる。また、基準値（例えば５０ｋ
Ｗ）以上の容量での電力契約でなければ高圧一括受電契約をそもそも結べないため、高圧
一括受電契約は一定規模以上の集合住宅しか結ぶことができない。高圧一括受電契約を結
ぶことができない規模の集合住宅でも低圧一括受電契約を結ぶことができるが、必ずしも
電気料金の低減を実現できない。
【０００５】
　かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、低圧一括受電を行うときに電気料金の低
減を実現することができる電力供給システムおよび電力供給方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の一実施形態に係る電力供給システムは、
　高圧一括受電契約に必要な電力未満の電力で低圧一括受電契約を行う複合需要家施設に
おける電力供給システムであって、
　系統から電力の供給を受ける一括受電盤と、
　前記複合需要家施設による消費電力量を測定する上位メータ装置と、
　前記一括受電盤で受電された電力を前記複合需要家施設内の複数の需要家施設に供給す
る分電盤と、
　前記複数の需要家施設に電力を供給可能な分散型電源と、
　を有する。
【０００７】
　また、上記課題を解決するため、本発明の一実施形態に係る電力供給方法は、
　高圧一括受電契約に必要な電力未満の電力で低圧一括受電契約を行う複合需要家施設に
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おける電力供給方法であって、
　系統から電力の供給を受ける第１ステップと、
　前記複合需要家施設による消費電力量を測定する第２ステップと、
　前記第１ステップで受電された電力を前記複合需要家施設内の複数の需要家施設に供給
する第３ステップと、
　分散型電源から前記複数の需要家施設に電力を供給する第４ステップと、
　を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る電力供給システムおよび電力制御方法によれば、低圧一括受
電を行うときに電気料金の低減を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る電力供給システムの機能ブロック図である。
【図２】図１の上位制御装置が蓄電池を制御したときの電力消費の様子を示す図である。
【図３】図１の電力供給システムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の実施形態に係る電力供給システム９０の機能ブロック図である。制御
ラインおよび情報伝達ラインは破線で示し、電力ラインは実線で示す。電力供給システム
９０は系統８０に接続される。電力供給システム９０は上位メータ装置１、一括受電盤２
、分散型電源３、分電盤４を少なくとも有し、さらに、下位メータ装置５、下位制御装置
６、負荷７、上位制御装置８およびサーバ装置９の少なくとも１つを含んでもよい。電力
供給システム９０の各機能を説明するが、電力供給システム９０が有する他の機能を排除
することを意図したものではないことに留意されたい。
【００１１】
　図１に示す通り、上位メータ装置１、一括受電盤２、分散型電源３、分電盤４、下位メ
ータ装置５、下位制御装置６、負荷７および上位制御装置８は複合需要家施設に設けられ
る。代替例として一括受電盤２は上位メータ装置１および分電盤４を内部に有してもよい
。また、上位メータ装置１は複合需要家施設外に設けられてもよい。複合需要家施設は本
実施形態では集合住宅であり複数の需要家施設（例えば１階に３戸且つ２階に３戸の合計
で６戸）および共用部分（例えば廊下、階段、エレベータホール）を有する。下位制御装
置６は需要家施設のそれぞれおよび共用部分に設けられ、負荷７も需要家施設のそれぞれ
および共用部分に設けられる。
【００１２】
　電力供給システム９０は例えば電力の事業者（新電力事業者または集合住宅管理会社と
もいう）によって設けられる。本実施形態における複合需要家施設は集合住宅としては比
較的小規模であるため、高圧一括受電契約に必要な電力を消費しない。このため複合需要
家施設は高圧一括受電契約を行うことができない。そこで複合需要家施設は高圧一括受電
契約に必要な電力（例えば５０ｋＷ）未満の電力で電力会社と低圧一括受電契約を行う。
【００１３】
　複合需要家施設は電力会社と低圧一括受電契約を結ぶと共に、太陽光発電の余剰電力の
売電契約を結ぶ。また複合需要家施設は需要家施設の各入居者と電力契約を結ぶ。このよ
うにして複合需要家施設は電力会社から電力を受電すると共に、受電した電力を需要家施
設に供給する。
【００１４】
　上位メータ装置１は検定付きメータ装置であり、複合需要家施設による消費電力量を測
定する。上位メータ装置１は、電気料金の計算等のため、測定した消費電力量を上位制御
装置８に出力する。検定付きメータ装置は、計量法により検定し、且つ検定有効期間内の
ものである。また上位メータ装置１としてスマートメータを用いてもよい。



(5) JP 2017-17779 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【００１５】
　一括受電盤２は上位メータ装置１に接続され、低圧一括受電により系統８０から電力の
供給を受ける。一括受電盤２は当該供給された電力を分電盤４に供給する。
【００１６】
　分散型電源３は複数の需要家施設に電力を供給可能である。分散型電源３は、蓄電池と
、燃料電池、太陽光発電装置および風力発電装置の少なくとも１つを含む発電装置との少
なくとも一方を含む。このため、様々なタイプの分散型電源を組み合わせて電気料金を低
減することが可能となる。蓄電池は自立出力可能であり、例えば停電時に需要家施設およ
び共用部分の少なくとも一方に電力を供給可能である。発電装置は、発電した電力を蓄電
池、需要家施設および共用部分の少なくとも一方に供給可能である。
【００１７】
　分電盤４は連系運転時に一括受電盤２で受電された電力を複数の支幹に分岐させ、共用
部分および需要家施設のそれぞれの少なくとも一方に供給する。また分電盤４は、分散型
電源３から供給される電力を複数の支幹に分岐させて需要家施設に分配する。
【００１８】
　下位メータ装置５は例えば検定付きの証明用電気計器（子メータ）であり、需要家施設
のそれぞれに接続される。需要家施設のそれぞれに接続される下位メータ装置５は需要家
施設のそれぞれの負荷７の消費電力量を測定する。下位メータ装置５は分電盤４に接続さ
れ、需要家施設内または需要家施設外に事業者によって設けられる。また、下位メータ装
置５は、共用部分にも接続される。共用部分に接続される下位メータ装置５は、共用部分
の負荷７の消費電力量を測定する。下位メータ装置５はスマートメータであってもよい。
下位メータ装置５は測定した消費電力量を上位制御装置８に通知する。
【００１９】
　下位制御装置６は例えばＨＥＭＳ(Home Energy Management System)である。下位制御
装置６が実行する処理は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）等のプロセッサを含む制御部で実行され、当該プログラムは下位制御装
置６の記憶部又は外部の記憶媒体に格納される。下位制御装置６は需要家施設のそれぞれ
および共用部分の少なくとも一方に設けられ、対応する需要家施設および共用部分の少な
くとも一方の負荷７の消費電力量を制御可能である。下位制御装置６は上位制御装置８か
ら、需要家施設および共用部分の少なくとも一方における消費電力量を抑制するように要
求されたとき、負荷７を制御して消費電力量を抑制可能である。
【００２０】
　負荷７は、電力を消費する電力負荷であり、例えば需要家施設によって使用されるエア
コン、電子レンジ、冷蔵庫、テレビ、ルータ等の各種電気製品である。負荷７は空調機ま
たは照明器具等の機械、照明設備等であってもよい。負荷７のうち共用部分におけるもの
は、例えば、照明設備、非常設備（例えば、火災報知機等）等の、共用部分において電力
を消費する機器である。
【００２１】
　上位制御装置８は例えばＨＥＭＳである。上位制御装置８が実行する処理は、制御手順
を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等のプロセッサを含む制御部で実行され、当該プ
ログラムは上位制御装置８の記憶部又は外部の記憶媒体に格納される。上位制御装置８は
複合需要家施設に設けられる。代替例として上位制御装置８は、複合需要家施設内および
複合需要家施設外の少なくとも一方のサーバ装置９に設けられてもよい。上位制御装置８
は下位メータ装置５によって測定された電力量を通信で定期的（例えば１時間に１回）に
取得し、サーバ装置９に出力する。また上位制御装置８は分散型電源３の動作状態を監視
し、取得した動作ログ（発電装置の発電状況、蓄電池の充放電状況、エラー情報等）をサ
ーバ装置９に出力する。
【００２２】
　上位制御装置８はデマンドレスポンスの信号を取得したとき、複数の需要家施設による
消費電力量を抑制するように下位制御装置６に要求する。例えば上位制御装置８は、デマ
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ンドレスポンスの信号を取得したとき、複数の需要家施設のそれぞれにおける現在の消費
電力量に応じて、複数の需要家施設のそれぞれの消費電力削減量を決定し、当該決定の通
りに削減を実施するよう下位制御装置６に要求してもよい。これにより、複数の需要家施
設のうちそれぞれの需要家施設又は複合需要家施設を管理する事業者はインセンティブを
得ることができる。上位制御装置８は共用部分における消費電力量を同様に抑制してもよ
い。
【００２３】
　より具体的に、インセンティブは、上位制御装置８が受信したデマンドレスポンスの送
信者から得ることができる。デマンドレスポンスの送信者は、例えば、電力事業者（電力
会社）、電力配信事業者（電力アグリゲータ）等が想定される。送信者からのインセンテ
ィブは、まず複合需要家施設を管理する事業者に与えられる。そして、事業者は、需要家
施設の需要家のデマンドレスポンスへの貢献度合いに応じて、送信者からのインセンティ
ブを振り分ける。需要家に対して与えられる事業者のインセンティブは、送信者から与え
られるインセンティブと異なっていてもよい。
【００２４】
　上位制御装置８は、系統８０への電力の出力を抑制する指示を取得したとき、発電装置
の余剰電力を蓄電池に充電させる。例えば上位制御装置８は、当該指示を電力事業者（電
力会社）、電力配信事業者（電力アグリゲータ）、電力送配電事業者、特定規模電気事業
者（ＰＰＳ：Power Producer and Supplier）等から取得したとき、発電装置の余剰電力
を蓄電池に充電させる。上位制御装置８以外の装置（例えば出力制御装置、パワーコンデ
ィショナ）が当該指示を取得したとき、上位制御装置８以外の装置は当該指示を上位制御
装置８に転送する。このため、出力抑制指示に対応するだけでなく、発電装置による発電
を継続して、将来の放電のために蓄電池に余剰電力を充電させることができる。
【００２５】
　サーバ装置９は複合需要家施設を管理する事業者によって用いられる。サーバ装置９は
クラウドサーバであってもよい。サーバ装置９は上位制御装置８から消費電力量等の情報
を取得して、検針データ管理支援、料金請求データ作成支援、創エネ・蓄エネ設備管理、
需要家施設向け（入居者向け）電気使用量の見える化サービス（Ｗｅｂサービス）等を行
う。サーバ装置９は上位制御装置８からエラー情報を取得したとき、サーバ装置９のユー
ザである監視員に音声、ランプ、画像、映像、電話、メール等でエラーが生じていること
を通知する。
【００２６】
　またサーバ装置９は上位制御装置８より、蓄電池が自立出力モードに変わったことの通
知を取得したとき、一括受電盤２のブレーカがオフになったと判定し、監視員に警告情報
を通知する。一般に低圧一括受電盤のブレーカをオンにすることを需要家施設の入居者が
行うことは難しい。そのため警告情報を取得した監視員は、複合需要家施設に駆けつけ、
ブレーカをオンにする。代替例としてサーバ装置９は、上位制御装置８との通信が断たれ
たとき、一括受電盤２のブレーカがオフになったと判定してもよい。
【００２７】
　以下、低圧一括受電を行うときに電気料金の低減を実現するための構成を説明する。
【００２８】
　第１の構成として、電力供給システム９０は低圧一括受電を単に行うだけでなく、分散
型電源３を有する。複数の需要家施設は分散型電源３を共有し、電気料金が高い時間帯に
分散型電源３から電力の供給を受けることにより系統８０からの買電電力量を削減するこ
とができる。これにより、電気料金の低減を実現することができる。
【００２９】
　第２の構成として、低圧一括受電契約における契約容量は、需要家施設のそれぞれのブ
レーカ容量の合計値よりも小さい。例えば複合需要家施設における需要家施設の数が６戸
であり各戸のブレーカ容量が４０Ａとする。また共用部分のブレーカ容量が５０Ａとする
と、複合需要家施設全体のブレーカ容量の合計値は４０×６＋５０＝２９０（Ａ）である
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。しかしながら、全戸が同時に最大容量を消費する可能性は低いため、例えば複合需要家
施設は２４０Ａの契約容量で低圧一括受電契約を結ぶ。これにより、電気料金の低減を実
現することができる。
【００３０】
　第３の構成として、複数の需要家施設のそれぞれが各戸契約を結ぶのではなく、複合需
要家施設が低圧一括受電契約を結び、複数の需要家施設は低圧一括受電契約で受電された
電力の供給を受ける。電力会社の料金プランによっては、契約容量が大きくなるにつれて
１戸あたりの電気料金が安くなる。このため電気料金の低減を実現することができる。
【００３１】
　第４の構成として、上位制御装置８は上位メータ装置１から買電電力量の値（単位：ｋ
Ｗｈ）を取得し、サーバ装置９に出力する。当該値を取得したサーバ装置９は、買電電力
量の時系列でのパターンを参照し、当該パターンに適した（最も安い）低圧一括受電の料
金プランを選択する。例えば電力供給システム９０は昼間に分散型電源３から電力供給を
受けることが可能であるため昼間の系統８０からの買電電力量は比較的小さくなる。した
がって、料金プランを変更して夜間の電気料金を下げることによって電気料金を低減する
ことが可能である。そこで上位制御装置８は、夜間の電気料金が安い料金プランを決定す
る。上位制御装置８は決定された料金プランをサーバ装置９に出力する。このためサーバ
装置９を用いる事業者は、どの料金プランを採用すべきかを判断することができる。すな
わち、料金プランの選択、変更および決定は、上位制御装置８、サーバ装置９または事業
者が行なえばよい。料金プランの選択、変更および決定を、電力事業者、電力配信事業者
、電力送配電事業者または特定規模電気事業者等が行ってもよい。
【００３２】
　第５の構成として、分散型電源３が蓄電池を含むとき、上位制御装置８は次のように、
第１モードを通常モードとして、第１モードと第２モードとを切り替えて蓄電池を制御す
る。
【００３３】
　第１モードとして蓄電池は、電気単価が所定基準値より安いときに充電し、電気単価が
所定基準値より高いときに放電する。所定基準値は任意に設定することができる。例えば
、所定基準値より電気単価が安いときが夜間になり、所定基準値より電気単価が高いとき
が昼間になるように所定基準値を設定することができる。代替例として、所定基準値とし
て、２つの基準値（第１基準値、第２基準値）を設定してもよい。より具体的には、第１
モードとして蓄電池は、電気単価が第１基準値より安いとき（例えば夜間）に系統８０か
らの電力を充電し、電気単価が第１基準値以上の第２基準値より高いとき（例えば昼間）
に放電する。分散型電源３がさらに太陽光発電装置を含むとき蓄電池は昼間に太陽光発電
装置の余剰電力を蓄電池に充電してもよい。太陽光発電装置の余剰電力が多い昼間には、
電力供給システム９０は当該余剰電力を売電してもよい。
【００３４】
　第２モードとして蓄電池は、複合需要家施設の消費電力が低圧一括受電契約の契約電力
を超えないように、充電された電力を放電する。すなわち、消費電力が増えて低圧一括受
電契約の契約電力から所定電力以内になったとき、蓄電池は充電された電力を放電する。
このためブレーカがオフになることは起こりにくい。契約電力以上の買電を行うことがで
きる契約の場合には、電力供給システム９０が契約電力以上の買電を行うことを低減する
ことができる。
【００３５】
　消費電力が低圧一括受電契約の契約電力から所定電力以内になることなく（すなわち、
第２モードに切り替える必要なく）、上位制御装置８が蓄電池を第１モードで制御したと
きの電力消費の様子を図２に示す。図２に示す通り、上位制御装置８は、夜間または早朝
（０時～７時）に系統８０から買電を行って蓄電池を充電させ、次の時間帯（７時～１６
時）は発電装置（太陽光発電装置）からの発電電力と蓄電池からの放電電力とにより、複
数の需要家施設による消費電力を賄う。賄った状態でもなお余った余剰電力は売電される
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。その後の時間帯（１６時～２４時）は消費電力量が発電量を上回るが、上位制御装置８
は蓄電池を放電させて系統８０からの買電電力量を抑制する。
【００３６】
　少なくとも上記の５つの構成により、複数の需要家施設のそれぞれに請求される電気料
金は、複数の需要家施設のそれぞれが個別に各戸契約を行ったときに請求される電気料金
を超えない。
【００３７】
　電気料金の低減を実現するための構成だけでなく電力供給システム９０は次の構成を有
する。
【００３８】
　第１に、上位制御装置８は上位メータ装置１から通信で最大買電電力（単位：ｋＷ）ま
たは最大電流（単位：Ａ）の値を取得しサーバ装置９に出力する。サーバ装置９は取得し
た値に所定値を加えた契約容量で電力会社と電力契約の更新を行うことができる。仮に消
費電力または消費電流が最大買電電力または最大電流を超過しても超過分が当該所定値以
内であれば、ブレーカがオフになることはない。すなわち、系統８０からの電力供給は遮
断されない。
【００３９】
　第２に、複数の需要家施設は分散型電源３を共有している。このため、１戸あたりの分
散型電源３の設置費用は、各戸で分散型電源３をそれぞれ設置したときの費用よりも安く
なる。したがって、設置コストを低減することができる。
【００４０】
　図３は電力供給システム９０の動作を示すフローチャートである。
【００４１】
　電力供給システム９０は一括受電盤２において、系統８０から電力の供給を受ける（ス
テップＳ１）。電力供給システム９０は上位メータ装置１において、複合需要家施設の消
費電力量を測定する（ステップＳ２）。電力供給システム９０は分電盤４から、ステップ
Ｓ１で受電された電力を複数の需要家施設のそれぞれに供給する（ステップＳ３）。電力
供給システム９０は分散型電源３から複数の需要家施設に電力を供給する（ステップＳ４
）。電力供給システム９０は下位メータ装置５において、複数の需要家施設のそれぞれの
消費電力量を測定する（ステップＳ５）。電力供給システム９０はステップＳ２、ステッ
プＳ４およびステップＳ５を適宜行うことができるため、それらのステップの順番は入れ
替え可能である。また電力供給システム９０はステップＳ４を任意の時点で行うことがで
きる。任意の時点とは昼間などの電気単価が高いとき、または、消費電力が低圧一括受電
契約の契約電力を超える可能性があるとき等である。
【００４２】
　また、電力供給システム９０はステップＳ４およびステップＳ５を状況に応じて行なわ
なくてもよい。例えば、分散型電源３から複数の需要家施設への電力供給が不要であると
きは、電力供給システム９０はステップＳ５を行なわなくてもよい。すなわち、電力供給
システム９０は、分散型電源３から複数の需要家施設への電力の供給を必要に応じて行な
えばよい。
【００４３】
　本実施形態によれば、電力供給システム９０は高圧一括受電契約に必要な電力未満の電
力で低圧一括受電契約を行う複合需要家施設におけるシステムである。電力供給システム
９０は系統８０から電力の供給を受ける一括受電盤２と、複合需要家施設による消費電力
量を測定する上位メータ装置１と、一括受電盤２で受電された電力を複合需要家施設内の
複数の需要家施設に供給する分電盤４と、複数の需要家施設に電力を供給可能な分散型電
源３とを有する。すなわち、複合需要家施設は低圧一括受電を行うだけでなく分散型電源
３を有する。需要家施設は分散型電源３を共有し、電気料金が高い時間帯等に分散型電源
３から電力の供給を受けることにより買電電力量を抑制することができる。これにより、
電気料金の低減を実現することができる。



(9) JP 2017-17779 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【００４４】
　また、全戸が同時に最大容量を消費する可能性が低いことを考慮すれば、複合需要家施
設は、全戸のブレーカ容量および共用部分のブレーカ容量の合計値よりも小さい契約容量
で低圧一括受電契約を結ぶことができる。若しくは、複合需要家施設は、全戸のブレーカ
容量および共用部分のブレーカ容量の合計値が高圧一括受電契約の必要な値であっても、
低圧一括受電契約により電力を賄うことができる。これにより、電気料金の低減を実現す
ることができる。
【００４５】
　また、電力会社の料金プランによっては、契約容量が大きくなるにつれて１戸あたりの
電気料金が安くなる。本実施形態によれば需要家施設のそれぞれが各戸契約を結ぶのでは
なく複合需要家施設が低圧一括受電契約を結ぶ。これにより、需要家施設のそれぞれは、
複合需要家施設の事業者から電力の使用量に応じて電気料金が振り分けられることになり
、各戸契約で電力料金を負担するよりも低圧一括受電契約をした方がそれぞれの需要家施
設における電気料金の低減を実現することができる。
【００４６】
　また本実施形態によれば、分散型電源３は、蓄電池と、燃料電池、太陽光発電装置およ
び風力発電装置の少なくとも１つを含む発電装置との少なくとも一方を含む。このため、
電気料金の低減を実現するために、様々なタイプの分散型電源を組み合わせた手法が可能
となる。
【００４７】
　また本実施形態によれば、電力供給システム９０は、複数の需要家施設のそれぞれに設
けられる下位制御装置６と、複合需要家施設に設けられ、または、複合需要家施設内およ
び複合需要家施設外の少なくとも一方のサーバ装置９に設けられる上位制御装置８とをさ
らに有する。このため、それぞれの需要家施設ごとに消費電力に関する制御が可能となる
。
【００４８】
　また本実施形態によれば、上位制御装置８はデマンドレスポンスの信号を取得したとき
、複数の需要家施設による消費電力量を抑制するように下位制御装置６に要求する。この
ため、複数の需要家施設ごとに消費電力量の制御を行い、デマンドレスポンスに対応して
インセンティブを得ることが可能となる。
【００４９】
　また本実施形態によれば、上位制御装置８が、系統８０への電力の出力を抑制する指示
を取得したとき、発電装置の余剰電力を蓄電池に充電させる。このため出力抑制指示に対
応することもできるだけでなく、発電装置による発電を継続して、将来の放電のために蓄
電池に余剰電力を充電させることができる。
【００５０】
　また本実施形態によれば、電力供給システム９０は複数の需要家施設のそれぞれの消費
電力量を測定する下位メータ装置５をさらに有し、下位メータ装置５は当該測定した消費
電力量を上位制御装置８に通知する。このため、上位制御装置８は需要家施設のそれぞれ
の消費電力量に応じて、需要家施設のそれぞれにサービスを提供することができる。
【００５１】
　また本実施形態によれば、上位制御装置８は、上位メータ装置１によって測定された消
費電力量に基づいて、低圧一括受電契約の複数の料金プランのうち最も安い料金プランを
選択し、複合需要家施設を管理する事業者のサーバ装置９に通知する。このため、事業者
等は最も安いプランを判断することができ、もって電気料金の低減を実現することができ
る。
【００５２】
　また本実施形態によれば、蓄電池は、電気単価が所定基準値より安いときに充電し、電
気単価が当該所定基準値より高いときに放電する。このため、電気単価が高いときにおけ
る系統８０からの買電電力量を減らすことができ、もって電気料金の低減を実現すること
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ができる。
【００５３】
　また本実施形態によれば、蓄電池は、複合需要家施設全体の消費電力が低圧一括受電契
約の契約電力を超えないように、充電された電力を放電して、複合需要家施設全体で受電
する電力量を低減する。このため、複合需要家施設全体の消費電力が契約電力を超えるこ
とにより電力供給システム９０が契約電力以上の買電を行うことを低減することができる
。
【００５４】
　また本実施形態によれば、複数の需要家施設のそれぞれに請求される電気料金は、複数
の需要家施設のそれぞれが個別に各戸契約を行ったときに請求される電気料金を超えない
。このため、需要家施設の各入居者の満足度を高め、電力供給システム９０の需要を高め
ることができる。
【００５５】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形や
修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部材、各部、各ステップ
などに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能である。また、本発明を
方法の発明として実施するときにも、複数の部やステップなどを１つに組み合わせたり、
或いは分割したりすることが可能である。
【００５６】
　上述の説明では、複合需要家施設が高圧一括受電契約に必要な電力を消費しない場合に
ついてであるが、これに限定されない。すなわち、複合需要家施設が高圧一括受電契約の
必要な電力を消費する場合（例えば、各戸別契約の電力の和が高圧一括受電契約の必要な
電力である場合）であっても、分散型電源３を有していることによって、低圧一括受電契
約で電力を賄うことができる。これにより、複合需要家施設は高圧一括受電契約を行わな
くてもよいため、キュービクル式高圧受電設備を設置しなくてもよくなり、初期投資また
はメンテナンス費用を軽減することができる。
【００５７】
　また、上述の説明では、デマンドレスポンスの信号を上位制御装置８が受信したときに
、上位制御装置８が下位制御装置６に消費電力量の抑制を要求する場合についてである。
しかしながら、上位制御装置８は需要家施設における下位制御装置６には要求せずに、共
用部分における下位制御装置６のみに抑制を要求してもよい。このような処理は、例えば
、抑制する消費電力量が所定基準値より小さい場合に実施され得る。この場合、上位制御
装置８は需要家にデマンドレスポンスに応じるか否かを問い合わせる必要がないため、容
易にデマンドレスポンスに応じることができる。
【００５８】
　また、上位制御装置８は、一部の需要家施設における下位制御装置６のみ選択的に要求
してもよく、どの需要家施設に要求するのかは、例えば、需要家施設における現在の消費
電力量に応じて決定すればよい。上位制御装置８がそれぞれの需要家施設内の機器を直接
的に制御できるときには、上位制御装置８はデマンドレスポンスに応じて、下位制御装置
６を介さずに需要家施設内の機器を直接制御してもよい。上位制御装置８が直接機器を制
御したとき、需要家に与えるインセンティブを大きくしてもよい。
【００５９】
　また、発電装置として燃料電池を用いる場合には、排熱を利用した空調、蒸気、温水、
冷水等を需要家施設のそれぞれに対して供給してもよい。このように、複合需要家施設の
事業者が一括して排熱を利用した空調等を提供することにより、需要家施設のそれぞれに
おける電気料金、ガス料金および水道料金を低減することができる。燃料電池としては、
固体酸化物形燃料電池、固体高分子形燃料電池、リン酸形燃料電池、バイオ燃料電池等を
用いることができる。
【００６０】
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　また、上述の説明では、図１に示すように、下位メータ装置５が共用部分に接続され且
つ下位制御装置６を共用部分に設けている場合であるが、それらを必ずしも設ける必要は
ない。下位メータ装置５が共用部分に接続されず且つ下位制御装置６が共用部分に設けら
れていない場合は、上位メータ装置１のデータから、需要家施設のそれぞれに接続された
下位メータ装置５のデータ全ての合計を差し引くことにより、共用部分の消費電力量を算
出することができる。共用部分の消費電力量の算出は、上位制御装置８またはサーバ装置
９が行なうことができる。
【００６１】
　上述の説明では、上位制御装置８は上位メータ装置１によって測定された消費電力量に
基づいて、低圧一括受電契約の料金プランを選択するが、消費電力（ｋＷ）に基づいて選
択して判断してもよい。また、蓄電池は、消費電力量（ｋＷｈ）に基づいて低圧一括受電
契約の契約量を超えないように制御されるが、消費電力（ｋＷ）に基づいて制御されても
よい。
【００６２】
　また、本発明に係る上位制御装置８および下位制御装置６の制御部をコンピュータで構
成したとき、各機能を実現する処理内容を記述したプログラムを、そのコンピュータの内
部または外部の記憶部に格納しておき、そのコンピュータの中央演算処理装置（ＣＰＵ）
によってこのプログラムを読み出して実行させることで実現することができる。また、こ
のようなプログラムは、例えばＤＶＤまたはＣＤ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体の販売、
譲渡、貸与等により流通させることができるほか、そのようなプログラムを、例えばネッ
トワーク上にあるサーバの記憶部に記憶しておき、ネットワークを介してサーバから他の
コンピュータにそのプログラムを転送することにより、流通させることができる。また、
そのようなプログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録された
プログラムまたはサーバから転送されたプログラムを、一旦、自己の記憶部に記憶するこ
とができる。また、このプログラムの別の実施態様として、コンピュータが可搬型記録媒
体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することとしても
よく、更に、このコンピュータにサーバからプログラムが転送される度に、逐次、受け取
ったプログラムに従った処理を実行することとしてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
１　　上位メータ装置
２　　一括受電盤
３　　分散型電源
４　　分電盤
５　　下位メータ装置
６　　下位制御装置
７　　負荷
８　　上位制御装置
９　　サーバ装置
８０　系統
９０　電力供給システム
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